
  
 

 
                                                                                        

                                                       令和８年 ７月 １日 

                                                                      高知河川国道事務所 

 

     物部川・仁淀川・高知海岸で一斉清掃を行います！ 

            

          ～７月は「河川愛護月間」及び「海岸愛護月間」です～       
                                                       

下記のとおり開催しますので、参加可能な方は是非ご参加ください。(事前申込不要) 

○ 河川一斉清掃（物部川・仁淀川） 

      「河川愛護月間」の河川愛護運動として、物部川・仁淀川で関係市町村や地域の 

     方々と河川一斉清掃を行います。  

       日時 ： ７月１２日（日）７時～  

       場所 ： 別添チラシ参照  （物部川・仁淀川）    小雨決行 

 

  【河川愛護月間】 

        国土交通省では、国民の河川愛護意識を高めることを目的として、毎年７月を  

  「河川愛護月間」と定め、河川愛護運動を実施しています。 

   期間中は「せせらぎに ぼくも魚も すきとおる」を標語として、ポスター、チ 

   ラシ等による広報活動をはじめ、河川一斉清掃を実施します。   

 

   ○  海岸一斉清掃（高知海岸）  

        「海岸愛護月間」の海岸愛護運動として、高知海岸で関係市町村や地域の方々と 

     海岸一斉清掃を行います。  

       日時 ： ７月１２日（日）７時～  

       場所 ： 別添チラシ参照  （高知海岸）   小雨決行 

 

   【海岸愛護月間】  

        国土交通省では、海岸愛護や防災意識の普及と啓発を図ることを目的に、昭和 

   ４７年度より毎年７月を「海岸愛護月間」としています。 

   期間中は「美しく、安全で、いきいきした海岸を目指して」を標語として、ポス 

   ター、チラシ等による広報活動をはじめ、海岸一斉清掃を実施します。 

    本施策は、四国圏広域地方計画「No.3 美しい自然とおもてなしの心による「視国」観光活性化プ 

   ロジェクト」の取組に該当します 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省 四国地方整備局  高知河川国道事務所 

（０８８）８３３－０１１１（代） ＦＡＸ（０８８）８３３－5140 

           副所長(技術)  外山
と や ま
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         河川一斉清掃に関する問い合わせ先           

         ○河川管理課長 入
いり

星
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介
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  (088)833-6904 

                

                 海岸一斉清掃に関する問い合わせ先 

○工務課長   新谷
に い や

 大
だい

吾
ご

    (088)833-6901 

                             ○主な問い合わせ先 

 














